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○高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について

（平成２７年１０月２９日付け初等中等教育局長通知（抜粋））

第１ 高等学校等における政治的教養の教育 

教育基本法第１４条第１項には「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重

されなければならない。」とある。このことは、国家・社会の形成者として必要な資質を

養うことを目標とする学校教育においては、当然要請されていることであり、日本国憲法

の下における議会制民主主義など民主主義を尊重し、推進しようとする国民を育成する

に当たって欠くことのできないものであること。 

また、この高等学校等における政治的教養の教育を行うに当たっては、教育基本法第１

４条第２項において、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他

政治的活動」は禁止されていることに留意することが必要であること。 

第２ 政治的教養の教育に関する指導上の留意事項 

１．政治的教養の教育は、学習指導要領に基づいて、校長を中心に学校として指導のねらい

を明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施すること。また、教科においては

公民科での指導が中心となるが、総合的な学習の時間や特別活動におけるホームルーム

活動、生徒会活動、学校行事なども活用して適切な指導を行うこと。 

指導に当たっては、教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立

場で生徒を指導すること。 

２．政治的教養の教育においては、議会制民主主義など民主主義の意義とともに、選挙や

投票が政策に及ぼす影響などの政策形成の仕組みや選挙の具体的な投票方法など、政治

や選挙についての理解を重視すること。あわせて、学校教育全体を通じて育むことが求

められる、論理的思考力、現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に

判断する力、現実社会の諸課題を見いだし、協働的に追究し解決する力、公共的な事柄

に自ら参画しようとする意欲や態度を身に付けさせること。 

３．指導に当たっては、学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も

取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一

層具体的かつ実践的な指導を行うこと。 

また、現実の具体的な政治的事象については、種々の見解があり、一つの見解が絶対

的に正しく、他のものは誤りであると断定することは困難である。加えて、一般に政治

は意見や信念、利害の対立状況から発生するものである。そのため、生徒が自分の意見

を持ちながら、異なる意見や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通して、自分

の意見を批判的に検討し、吟味していくことが重要である。したがって、学校における

政治的事象の指導においては、一つの結論を出すよりも結論に至るまでの冷静で理性的
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な議論の過程が重要であることを理解させること。 

さらに、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立のあ

る事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示する

ことなどが重要であること。 

その際、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたり

するなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断する

ことを妨げることのないよう留意すること。また、補助教材の適切な取扱いに関し、同

様の観点から発出された平成２７年３月４日付け２６文科初第１２５７号「学校におけ

る補助教材の適正な取扱いについて」にも留意すること。 

 

４．生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、選挙管理委員会との

連携などにより、具体的な投票方法など実際の選挙の際に必要となる知識を得たり、模

擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を通して理解を深めた

りすることができるよう指導すること。 

なお、多様な見解があることを生徒に理解させることなどにより、指導が全体として

特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又は反対す

ることとならないよう留意すること。 

 

５．教員は、公職選挙法第１３７条及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年

法律第５１号）第１０３条第２項においてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運

動が禁止されており、また、その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいこ

とに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に

接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること。 
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